
北杜市生活困窮者等就労準備支援事業業務委託仕様書

１　事業の名称
北杜市生活困窮者等就労準備支援事業

２　事業の目的
本事業は、心身の不調や生活リズムの乱れ、就労意欲の低下、就労経験の不足などの要因により、直ちに就労することが困難な生活困窮者又は被保護者（以下「生活困窮者等」という。）に対し、定時連絡や定期通所、イベントやセミナーを通じた社会参加、就労体験の提供などの段階的な支援を行うことにより、生活習慣の改善や就労意欲の喚起をはじめ、就労スキルの取得や模擬面接訓練など一般就労に向けた準備としての基礎能力を形成し、生活困窮者等の就労阻害要因を軽減するとともに、一般就労の実現を図ることを目的とする。

３　委託期間
令和８年８月３日から令和１１年３月３０日まで

４　支援対象者
本事業の支援対象者は、北杜市に居住し、次の（１）から（３）のいずれかに該　当する者で、市が　対象者と決定したものとする。なお、決定については、市が受　託事業者に書面にて　随時通知する。
(１)　生活困窮者
ア　次の（ア）及び（イ）のいずれにも該当する者とする。
(ア)　申請日の属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度（申請日の属する月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法第２９５条第３項の条例で定める金額を１２で除して得た額（以下「基準額」という。）及び生活保護法による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
(イ) 申請日における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者の所　　　　　有する金融資産の合計額が、基準額に６を乗じて得た額以下であること。
イ　（１）に該当する者に準ずる者として、市が当該事業による支援が必要と認　　　める者であること。
(２)　被保護者
市が就労可能と判断する被保護者（高校在学、傷病、障害等のため就労が困　　　難と市が判断する者以外の被保護者をいう。）であって、日常生活習慣、基礎技　　　能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、本事業への参加を希望　　　するもの。
　（３）その他市が必要と認めた者。

５　委託する業務の内容
本事業については、対象者の状況に応じて、アからオまでの支援を部分的、段階　的又は並行して行う。
なお、実施方式は、原則として市内又は本市に隣接する自治体であって、公共交　通機関等を利用し、容易に通所できる事業所とし、令和８年度においては週４日以　上、令和９年度以降においては週５日以上の運営を行う。
ア　就労準備支援プログラムの作成（課題の把握・支援方針の決定・モニタリ　　　　ング・評価等）
イ　日常生活自立支援
昼夜逆転など、社会生活を営む基本的な生活習慣が不十分である者に対し、　　　電話等で起床や定時通所を促し、習慣化する。
ウ　社会生活自立支援
生活習慣は確立しているものの、社会参加のために支援が必要な者に対し、　　　挨拶の励行やボランティア活動、地域の事業所での職場見学など、就労の前　　　　段階として必要な社会的能力を身につけるための指導・訓練を行う。
エ　就労自立支援
一般就労に向けた実践的支援が必要な者に対し、継続的な就労経験の場を　　　　提供するとともに、模擬面接の実施や就職活動に向けた技法・知識の習得な　　　　ど、一般就労に向けた具体的な準備支援を行う。
オ　その他
自立相談支援機関と連携し、アウトリーチ等の活動を行う。また、対象者　　　　の必要に応じ、求職活動支援や就職後の職場定着支援等を行う。

６　人員配置
(１)　常勤の責任者１名と就労準備支援員１名以上を配置する。なお、法人内の別　　　業務との兼務も可能とする。
(２)　就労準備支援員は、キャリアコンサルタントの資格を有する者又は就労支援　　　　業務等に従事した経験を有する者を配置することとする。また、必要に応じ　　　　て福祉専門職（社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師等の資格を有して　　　　いる者）の配置をすること。
(３)　上記配置人員等は、本業務の受注に必要な最低基準であり、充実した相談支　　　援体制を構築するため、十分な人員体制となるよう、積極的な提案を行うこと。

７　委託料
本事業における委託料に関する事項は、契約書において定める。

８　報告
(１)　受託後、速やかに責任者及び就労準備支援員を選任し報告をすること。
(２)　本事業における実施体制及び緊急対応等をあらかじめ報告すること。
(３)　当月に係る委託業務の活動状況を、翌月１０日までに委託者が指定する電子　　　媒体等により報告すること。

９　関係書類の整備
委託業務に係る会計は，他の業務に係る会計と区分して経理するとともに，会計　関係帳簿等の本業務に係る書類を５年間保存すること。

１０　個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づきその取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。また、支援対象者については、支援内容の必要性から国や自治体等の関係機関へ個人情報を提供する場合があることを十分説明し、書面により同意を得ること。

１１　守秘義務
受託者は本委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため利用することができない。また、業務委託終了後も同様とする。

１２　業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託した業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、委託者と協議の上、業務の一部を委託することができる。

１３　その他
(１)　この仕様書に記載のない事項については、国が作成した「就労準備支援事業の手引き」によることとする。
(２)　受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき又は本仕様書により難い事由及び記載されていない事項があるときは、委託者と協議を行い、その指示に従うこととする。
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